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第１章  総  則  
 

第１条  適用  
１.本共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、電気通信設備購入（港湾空港及び

官庁営繕に関するものを除く。以下「購入」という。）に係わる物品購入契約書（以下

「契約書」という。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとと

もに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものであ

る。 

２. 契約図書は、相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定

められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 

３. 特記仕様書または共通仕様書の間に相違がある場合は、物品供給を行う者（以下「受

注者」という。）は担当職員に確認して指示を受けなければならない。 

４.設計図書は、ＳＩ単位を使用するものとする。ＳＩ単位については、ＳＩ単位と非Ｓ

Ｉ単位が併記されている場合は（ ）内を非ＳＩ単位とする。 

 

第２条  用語の定義  
１.担当職員とは、購入契約の履行に関し、主に受注者に対する指示、承諾または協議の

処理、または受注者が作成した資料の承諾、その他必要な実務を行う者をいう。 

２.契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

３.設計図書とは、特記仕様書、共通仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答

書をいう。 

４.仕様書とは、各購入に共通する共通仕様書と各購入に規定される特記仕様書を総称し

ていう。 

５.共通仕様書とは、購入を実施するうえで必要な技術的要求、実施手順等を説明したも

ののうち、あらかじめ定型的な内容を盛込み作成したものをいう。 

６.特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、購入の実施に関する明細または購入物品に固

有の技術的要求を求める図書をいう。 

７.入札説明書とは、購入の入札に参加する者に対して、発注者が当該購入の契約条件等

を説明するための書類をいう。 

８.質問回答書とは、入札説明書及び入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する

書面をいう。 

９.指示とは、担当職員が受注者に対し、購入の履行上必要な事項について書面をもって

示し、実施させることをいう。 

１０.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは担当職員または受注

者が書面により同意することをいう。 

１１.協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場

で合議し、結論を得ることをいう。 

１２.提出とは、受注者が担当職員に対し、購入に係る書面またはその他の資料を説明し、

差し出すことをいう。 

１３.報告とは、受注者が担当職員に対し、購入の状況または結果について書面によりお

互い知らせることをいう。 

１４.通知とは、発注者又は担当職員と受注者又は納入責任者の間で、担当職員が受注者
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に対し、又は受注者が担当職員に対し、購入の履行に関する事項について、書面を持っ

て知らせることをいう。 

１５. 納入責任者とは、契約の履行に関し納入の管理及び統轄等を行うもので、受注者が

定めた者をいう。 

１６. 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面

をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 

１７.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印し

たものを有効とする。 

（１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたはＥメールにより伝達できるものとする

が、後日有効な書面と差し換えるものとする。 

（２）電子納品を行う場合は、別途担当職員と協議するものとする。 

１８. 申出とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をも

って同意を求めることをいう 

１９.確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その

内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

２０.連絡とは、担当職員と受注者の間で、契約書（紛争の解決）に該当しない事項また

は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに

知らせることをいう。 

なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 

２１.納入検査とは、検査職員が契約書（納入及び検査）に基づいて物品の納入の確認を

行うことをいう。 

２２.検査職員とは、契約書（納入及び検査）の納入検査を行うために発注者が定めた者

をいう。 

２３.納入期限とは、契約図書に明示した購入を実施するために要する準備及び後片付け

期間を含めた期間をいう。 

２４.ＳＩとは、国際単位系をいう。 

２５.ＪＩＳとは、日本産業規格をいう。 

 

第３条  納入計画書  
１.受注者は、契約後速やかに物品を納入するために必要な手順や品質管理等についての

納入計画書を担当職員に提出しなければならない。 

受注者は、納入計画書を遵守し、購入の履行にあたらなければならない。 

この場合、受注者は、納入計画書に次の事項について記載しなければならない。また、

担当職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 

（１）納入概要 

（２）納入工程表 

（３）納入体制 

       １）納入責任者 

      ２）連絡体制 

（４）品質管理（必要に応じて記載する。） 

（５）安全管理（必要に応じて記載する。） 

（６）その他 

２.受注者は、納入計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該購入に着
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手する前に変更に関する事項について、変更納入計画書を提出しなければならない。 

３.受注者は、納入計画書を提出した際、担当職員が指示した事項を詳細に記載した納入

計画書を指示された時までに提出しなければならない。 

 

第４条  担当職員  
１.発注者は、購入における担当職員を定め、特記仕様書に明記するものとする。 

２．担当職員は、購入に関する指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 

３.担当職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし緊急を要

する場合、担当職員は受注者に対し口頭による指示等を行うことができるものとする。

口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により担当職員と受注者の両者が指

示内容等を確認するものとする。 

 

第５条  納入責任者  
１.受注者は、購入における納入責任者を定め、納入計画書に明記するものとする。 

２.納入責任者は、購入の実施上の管理を行うものとする。 

３.納入責任者は、購入の実施に当たり必要な能力と経験を有するものとする。 

 

第６条  納入期限変更  
１.受注者は、契約書（契約内容の変更・中止）の規定に基づく納入期限の延長について、

契約変更前に当該変更が納入期限変更の対象であるか否かを担当職員と受注者との間

で確認する（本条において、以下「事前協議」という。）ものとし、担当職員はその

結果を受注者に通知するものとする。 

２.受注者は、契約書（契約内容の変更・中止）の規定に基づく納入期限の延長を求める

場合、第１項に示す事前協議において納入期限変更の対象であると確認された事項に

ついて、必要とする変更日数の算出根拠、変更納入工程その他必要な資料を添付のう

え、協議開始日に納入期限変更の協議書を担当職員に提出するものとする。 

 

第７条  納入検査  
１.受注者は、契約書（納入の通知等）の規定に基づき、担当職員に納入予定期日を、書

面をもって通知しなければならない。 

２.担当職員は、検査に先立ち、受注者に対して書面をもって検査日及び検査職員名を通

知するものとする。 

３.検査職員は、担当職員及び受注者の臨場の上、納入物品を対象として契約図書と対比

し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（１）納入物品について、外観、形状、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。 

（２）品質管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。 

４.検査職員は、補修の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて補

修の指示を行うことができるものとする。 

 

第８条  品質管理  
納入物品は、関係する諸法令及び諸規則を遵守したものでなければならない。 

 

第９条  官公庁等への手続等  
１. 受注者は、物品の設置、または使用に当たり発注者の行うべき関係官公庁及びその
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他の関係機関への届出等を、受注者の責任と費用負担において、法令、条例または設

計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これによることが困難な場合

は、担当職員の指示を受けなければならない。 

２.受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した書面によ

り事前に担当職員に報告しなければならない。 

 

第１０条  不可抗力による損害  
受注者は、天災等の災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、遅滞なく担当職員に

報告するものとする。 

 

第１１条  納入作業時間の変更  
１.受注者は、特記仕様書に納入作業時間が定められている場合で、その時間を変更する

必要がある場合は、あらかじめ担当職員と協議するものとする。 

２.受注者は、特記仕様書に納入作業時間が定められていない場合で、官公庁の休日また

は夜間に、作業を行うにあたっては、事前にその理由を担当職員に連絡しなければな

らない。 

 

第１２条  特許権等  
発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作権法（平成２２年１２月３日改正、法律第

６５号第２条第１項第１号）に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権

は発注者に帰属するものとする。 

 

第１３条  履行中の安全確保  
受注者は、「土木工事安全施工技術指針」及び「建設機械施工安全技術指針」を参考に

して、常に購入の安全に留意し、災害の防止を図らなければならない。 

ただし、これらの指針は当該購入の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。 

 

 

第２章  機  器  

 

第１４条  機器の仕様  
納入する機器の仕様は、特記仕様書によるものとする。 

 

第１５条  確認図書の作成、提出  
受注者は、契約後において納入しようとする機器について予め、詳細な仕様、外形図等

の資料（以下、「確認図書」という。）を担当職員に提出し、確認を得るものとする。 

 

第１６条  試験成績表  
受注者は、納入しようとする機器について社内または設置場所において、社内規定また

は関係法令に基づく規定等を満足していることを試験、計測等の手段により確認した試験

成績表を担当職員に提出し、確認を受けるものとする。 
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第３章  その他  

第１７条  納入図書  
受注者は、納入の完了までに、以下の図書を担当職員に提出するものとする。部数につ

いては、特記仕様書に明記するものとする。 

一 納入図書（１冊に集約） 

（１）取扱説明書 

（２）試験成績表 

（３）納入写真 

（４）その他必要な資料 
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電気通信設備購入関係標準様式 
 

 

 

１.納入計画書 ------------------ 別紙様式－１ 

 

 

２.納入工程表 ------------------ 別紙様式－２ 

 

 

３.納入打合せ簿 ---------------- 別紙様式－３ 
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別紙様式－１ 

 

 

 

納入計画書 

 

 

 

   １.  納入概要 

 

 

   ２.  予定納入工程表 

 

 

   ３.  納入体制 

 

 

       （１） 納入責任者 

 

 

       （２） 連絡体制 

 

 

   ４.  品質管理（必要に応じて記載） 

 

 

   ５.  安全管理（必要に応じて記載） 

 

 

   ６.  その他 
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別紙様式－２ 

 

 

殿

年 月 日

住 所

氏 名 印

工　  程　  表

件 名

契約年月日

納 期

年 月 日

年 月 日 から 年 月 日 まで

項 目 単位

月 月 月 月 月 月

摘 要数量
10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
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別紙様式－３

打 合 簿

発 議 者 □ 委託者 □ 受託者 発議年月日 平 成 年 月 日

発 議 事 項 □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 □ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他（ ）

購 入 件 名

（内容）

添付図 葉、その他添付図

上記について、□ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します。
注

□ その他（ ）
処 文

理 者
平成 年 月 日

・
上記について、□ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します。

回 物
品 □ その他（ ）

答 供
給
者

平成 年 月 日

納 入
責 任 者担当職員

 

□ 発注者 □ 受注者 

発

注

者 

受

注

者 

令和   年   月   日 

令和  年  月  日 

令和  年  月  日 


